
【添付資料 1】 

 

NPO 法人持続可能な開発のための教育推進会議 （ESD-J） 

 TEL：03-5834-2061 FAX：03-5834-2062 

 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-38-5 日能研ビル 201  

 URL: http://www.esd-j.org/ E-mail: jimukyoku@esd-j.org 

 

2020 年 4 月 8 日 

ESD-J 正会員の皆さまへ 

 

ESD-J 理事選挙にあたってのお願い 

 

特定非営利活動法人 

持続可能な開発のための教育推進会議 

代表理事   阿部 治、 重 政子 

 

拝啓 日頃より、ESD-J の活動にご支援いただき、誠にありがとうございます。 

 ESD-J は、国連 ESD の 10 年の提案者が中心となり 2003 年にマルチステークホルダーの

市民組織として設立されて以来、政府のカウンターパートとして国連 ESD の 10 年を進め、

日本と世界（特にアジア）の ESD の推進に大きく寄与してきました。中でも、文部科学省、

環境省共同による ESD 推進拠点「ESD 活動支援センター」を中心とした「官民協働による

ESD 推進支援の仕組みづくり」を提案し、2016 年の発足以来 4 年間、その運営の受託団体

として、公益財団法人ユネスコアジア文化センターと連携協力し、ESD 推進のネットワーク

の構築に尽力して参りました。 

2020 年度は同センター運営事業からは離れますが、これまでに培ったノウハウを活かし、

マルチステークホルダーによる市民組織としての ESD-J の原点に立ち返り、ESD-J の強み

を活かした活動に取り組むとともに、ESD-J の組織基盤をより強化していく所存です。 

本年（2020 年）は、ユネスコによる「ESD に関するグローバルアクションプログラム」の

後継プログラムとして「ESD for 2030」の開始年にあたります。このプログラムは昨年末の

国連総会において決議されており、ESD を SDGs 推進のエンジンとして大きな役割を担うこ

とが国際的に合意されています。今後の 10 年間は、持続可能な社会の担い手育成をミッショ

ンに掲げてきた ESD-J の真価を発揮する重要な年です。SDGs を切り口に ESD を推進して

いこうではありませんか。 

 

本年度は理事改選の年です。ESD-J としては、以下の点に注力していきます。 

＊「ESD for 2030」を実現すべく地域における具体的な事業を提案し、実施する。 

＊ ESD-J の特性・組織力を活かし、会員が主体的に地域でマルチステークホルダーによる ESD

推進ができるような協働を支援する。 

＊ 企業、自治体等を含め、全国規模、地域規模でマルチステークホルダーの連携・協働により、

多様な ESD 支援施策や支援プロジェクトを生み出せるように全力を挙げて取り組む。 
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この活動方針を実現するために、以下のことに留意して新理事体制を構築します。 

■ 新理事体制に期待すること 

• 多様なセクターをつなぐことができる体制（特に企業との連携の強化が必要） 

• 地域のニーズに基づいた、きめが細かく、具体的かつ多様な ESD 支援方策や支援プ

ロジェクトを生み出すことができる体制 

• ESD 活動支援センター（全国･地方）、地域 ESD 推進拠点と連携し、異なる分野間の

協働連携を推進する体制 

 

■ 理事の人数と構成（役割） 

• 人数 ： 15 名（選挙による理事 10 名、推薦による理事 5 名） 

• 構成 ： 代表理事 

総務・労務・経理担当理事 

多様なステークホルダーとの連携担当理事 

独自プロジェクト担当理事 

地域ブロック担当理事        など 

 

 ※地域ブロック担当理事の役割 

・ESD-J として地域の状況やニーズを把握し、地域の意見・提案を行う 

・各県の教育委員会、学校、ユネスコ協会、環境省地方環境事務所、地方環境

パートナーシップオフィス（地方 EPO）、地方 ESD 活動支援センター等と協

力して地域の「ESD for 2030」の実践に努める 

※地域ブロック担当理事の人数と区割り 

・地域は以下の 8 ブロックとし、1 ブロック 1 名の担当理事を原則とする 

北海道／東北／関東／北陸・東海／近畿／中国／四国／九州・沖縄 

 

上記方針に加え、理事に立候補くださる方には、以下が求められます。 

• 理事は、日本の ESD 全体を推進していく視点から、ESD-J の運営に携わる 

• 理事は、ESD-J の経営に責任を持つ 

• 理事は、年 3 回の理事会、2 ヶ月に一回の理事ミーティング（原則としてウェブ会議）に参

加する 

• 理事は、担当するプロジェクトの事業に責任をもって取り組む 

• 地域担当理事は、ESD-J 地域会員と理事会・事務局の橋渡し役を担う 

 

これらの点をご確認いただき、ぜひ積極的に理事に立候補いただきたく存じます。また、

投票されるときも、同様の視点で投票していただきますよう、お願いいたします。 

より良い ESD-J の運営と目標達成に向けた組織づくりに、ご協力をお願い申し上げま

す。 

 

敬具 


